
 

みなとみらい２１地区６０・６１残街区 

開発事業者の公募に向けたサウンディング調査 

＜対話実施概要＞ 

■対話参加数 ９社 

■対話概要 
（１）60・61 残街区で開発を進める可能性について 

『観光・エンターテイメントを軸とした街づくり』の街づくり方針※をふまえて、60・61 残街 
区の開発の可能性について、どう考えるか。 

※『観光・エンターテイメントを軸とした街づくり』の街づくり方針（概要） 
職・商・文・住が集まり一定程度成熟したみなとみらい２１地区にとって、来街者等が 
学び・楽しみ・交流できる場としての観光・エンターテインメント施設の集積は、地区 
の魅力をさらに高める新たな要素となります。 
みなとみらい２１地区の 60・61・62 街区を含むエリアでは、平成 27 年２月に街づくりの 
方針として『観光・エンターテイメントを軸とした街づくり』が定められ、以降、この方 
針に則って開発事業者の公募を行い、街づくりが進められています。 

【主なご意見】 
 当該街区は、横浜駅から徒歩圏内の希少な大規模未利用地である。 
 観光・エンターテイメント関連の施設は、一般的に大規模空間を必要とすることで容積率を

消化することが難しく、その他の要素で収益性を補う必要がある。 
 本社ビルの建設ニーズはあると考えており、入居企業による市民・消費者向けの展示空間や、

実証実験の場といった機能の導入が想定される。 
 商業施設も規模が大きいものは難しい。複合施設の低層部（１，２階）に目的性のあるもの

を入れていくイメージを持っている。 
 来訪者や周辺住民の需要も想定した、特徴ある商業施設（飲食店や物販店等）を低層部に設

けることで、様々な人の交流の場を創出することが考えられる。 
 用途によっては、需要はあると想定しているが、土地代の負担力（収益性）が低いため、当

該部分については定期借地の導入が前提になると考えている。 
 当該街区だけでなく、みなとみらい２１地区の活性化のためには、先端技術を積極的に取り

組むことや地域の魅力を発掘・訴求する機能を導入することも有効である。 
 アフターコンベンション需要、観光需要への対応として、ホテル等の導入も想定している。 
 低層部には商業・にぎわい施設、上層部にはオフィスを設けるのがセオリーだが、近隣でオ

フィス床の供給量が多くなっていることが懸念材料になっている。住宅の導入が可能になれ
ば、事業性の向上を図ることが可能。 

 体験型のアミューズメント施設を中心に、遊ぶ・学ぶ・働く・宿泊といった機能がひとつの
施設で完結する施設を想定している。 



 

 敷地を分割する提案が可能であれば、ニーズに合わせた企業誘致の可能性が高まる。 
 地区内には既に複数の集客施設が立地しており、類似施設との差別化もハードルが高い。 
 周辺の開発も進むなかで、当該街区に更に多くの人が集まる施設が立地した場合の交通課題

の発生を懸念している。 
 ホテルは周辺で立地が進んでいるが、まだ可能性はあると捉えている。ただし、周辺施設と

の差別化が必要。 
 周辺の開発・計画状況を踏まえると、ホテルは競合が多く厳しいと考えている。 

 
（２）直近の開発条件による場合の提案の可否について 

観光・エンターテイメントゾーンにおける直近の開発条件（建物用途）※による場合、事業計画
について提案できますか？ 

※直近の開発条件（建物用途）（詳細は、＜実施要領＞ 参照） 
文化、商業、業務施設等とし、「展示、観覧又は体験機能の用に供する集客施設（以下、「展 
示等集客施設」という。）」の建築敷地面積が開発区域面積の 25％以上（複合施設の場合に 
は、床面積の割合で 25％以上）を占めることとします。 

（一定の基準を満たす高規格のホテルについては、上記施設と同面積まで算入可能） 

□  提案できる     １社 
□ 提案の可能性はある ６社 
□ 提案は困難     １社 
□ その他（未回答含む）１社 

【主なご意見、アイデア】 
 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響により、人を集める事業の環境は厳しい。 
 直近の公募条件の「展示等集客施設」に求められる用途条件を満たした上で、その規模要件

（25％以上）を確保することは難しい。 
 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の観光・エンターテイメント業界への影響を鑑み、

公募条件の「展示等集客施設」の割合（25%以上）の部分が緩和されなければ、提案するこ
とは難しい。 

 公募条件の「展示等集客施設」の用途について、展示・観覧・体験機能の解釈が広がらなけ
れば、提案することは難しい。 

 公募条件の「展示等集客施設」とホテルの割合について、ホテルの面積を、展示等集客施設
と同面積まで算入できるのではなく、事業者の判断で面積割合を定められるようにしてほし
い。 

 公募条件の「展示等集客施設」については、提案可能な用途やその規模を厳密に設定するの
ではなく、市が求める用途や規模の「目安」を提示することで、提案の間口は広くしておい
て、「目安」に満たない部分については、審査段階で減点するなど、柔軟な対応を行ってほし
い。 



 

 単に人を集めるというだけでなく、エンターテインメントを広義に捉えることで、公募条件
の「展示等集客施設」の解釈を幅広く考えられるとよい。 

 こども達の教育につながる体験学習・レジャーといった機能を、公募条件の「展示等集客施
設」とすることができれば提案の幅が広がる。 

 建築物だけでなく、様々なアクティビティを誘発するような屋外のイベント空間等について
も公募条件の「展示等集客施設」として扱うことが可能であれば提案の幅が広がる。 

 業務機能を中心に検討しており、「展示等集客施設」としては企業ミュージアム等が想定され
るが、大規模敷地のため 25％は厳しい。 

 規模（面積）は別として、企業ブランドを PR する体験型ミュージアムの提案の可能性はあ
ると考えている。 

 市民利用も可能なホールやスタジオを作れるとよいが収益性が低い。その他の要素でカバー
する必要があるが、「非収益」の「展示等集客施設」の部分で 25％求められると厳しい。 

 公募条件の「展示等集客施設」の部分に観光・エンターテイメントに関する人材育成やコン
テンツ作成の機能について導入が可能であれば検討しやすい。 

 事業収支について、これから詳細な検討を行う必要はあるが、直近の公募条件の「展示等集
客施設」を 25％導入することは可能だと捉えている。 

 「展示等集客施設」としては、国内外問わず幅広い年齢層が学び・楽しめるテーマ性を持た
せた展示施設の整備を想定している。 

 市民、地域の学びの場ともなる多目的に使用できるスペースを整備し、「学び・楽しみ・交流
する」機能を併設することも検討している。 

 イベントスペースや展示スペースなど、フレキシブルな空間を設けることで、時代や環境に
応じた最適なコンテンツを提供することが可能になる。 

 横浜ならではの食・工芸を集めて、製品が作れるような場を併設できればいい。 
 
（３）公募の手法について 
 「価格固定プロポーザル方式」や「二段階一般競争入札」など、公募手法による提案の可否・
考え方について 
【主なご意見】 
 提案までに膨大なコストと労力が必要となるため、最終的に価格で決まってしまう競争入札

では、参画（投資）に対する組織内の意思決定が困難になる。 
 適正に評価された価格固定のプロポーザル方式が事業計画を固めやすい。 
 事業者の立場からすると、競争入札は提案に対する意欲が落ちる。 
 総事業費は決まっているため、土地代を上げざるを得ない価格競争入札では、提案内容（事

業計画や公共貢献）の部分を抑えざるを得ない。 
 提案内容も評価対象となる総合評価方式はまだしも、二段階一般競争入札では、提案内容の

審査を通過できるギリギリのレベルを狙うこととなり、市の意向にもそぐわないのではない
か。 

 


